
 

訪問看護従事者相談窓口 
 

 

※ご相談の内容によっては、その場での回答ではなく、お調べして後日折り返し回答した

り、他の相談窓口をご紹介させていただくこともあります。 

相談専用電話 ０４５－２６３－２９３４ 

対象者 県内の訪問看護事業所職員 

目的 
訪問看護等事業者等からの相談を受けることにより、 

訪問看護の普及・啓発など訪問看護の推進に寄与する。 

対応日 月～金 （祝日・年末年始を除く） 

時間 9:00～17:00 
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